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岩　﨑　周　一

要　　　旨

本稿の課題は、軍事史研究においてややもすれば受動的な存在として扱われがちな地域社会の立場か

ら、兵役と兵站の問題を軸として、近世のハプスブルク君主国における軍隊と社会をめぐる諸関係を逆

照射して考察することにある。

近世において増大の一途を辿った兵力需要に対応するため、ハプスブルク王権は支配下の諸地域の諸

身分の協力をあおぎ、平民から兵士を募るようになった。改革を重ねる中で、徴募は次第に強制的な色

彩を強め、場合によっては地域社会の人口動態や構造を変化させるほどの影響をもたらした。

こうした動きに対し、民衆は徴募逃れや逃亡といった形によって抵抗した。しかし、地域社会におい

ては階層分化が進行しており、上層に属する人々ほど徴募を免れる可能性が大きかった。これに対し下

層に属する人々は、徴募を免れる手段をほとんど持たなかったばかりか、領主および都市・村落共同体

による、徴募を口実とした「厄介払い」や身代わりの強要に怯えなければならなかった。しかし一方、

生活環境が劣悪な地域には、兵役に生活改善のチャンスをみいだす人々も存在した。

兵站に関する負担は、近世になると、しばしば臣民の生活を脅かすまでに重いものとなった。国家や

諸身分、そして領主は負担の軽減に一定の努力をみせたものの、十分なものとはならなかった。また、

領主は在地権力としての立場から、兵站に関する諸負担を領民を統制する手段として利用した。これは

徴募においても同様である。総じて、軍事負担をめぐる問題は、地域社会における領主権力の強化に利

用されたといいうるであろう。

ただし、地域社会にとって、軍は一義的に問題をもたらす存在ではなかった。領邦防衛と消費者とい

う二つの役割により、軍は地域社会の構成員として、徐々にその地歩を固めてもいったのである。

キーワード：軍隊、地域社会、近世ヨーロッパ、ハプスブルク君主国、軍事史

はじめに

筆者は拙稿「〈共通の危機〉が国家をつくる　―近世ハプスブルク君主国における軍事と諸身分―」

において、近世のハプスブルク君主国では「共通の危機」意識に起因する軍事の発展が国内諸勢力の
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幅広い統合を促す一因となり、政治エリート間における合意形成の過程に多大なインパクトを与えた

ことを指摘した 1）。しかし、軍隊そのものの「社会集団」としてのありよう、そして軍隊・社会・民

衆の複合的な関係および影響という問題については、稿を改めて論ずることとして触れることがな

かった。このうち、前者については拙稿「近世ハプスブルク君主国における軍隊と兵士」において論

じたが 2）、後者はいまだ手つかずで、研究上の空白は埋まっていない。本稿はこの後者の課題にあら

ためて取り組み、近世のハプスブルク君主国における軍隊と社会をめぐる諸問題を、地域社会の側か

ら逆照射して考察することを目的とするものである 3）。

一般にはさほど軍国的なイメージが強くないであろうハプスブルク君主国においても、軍事そして

戦争はとりわけ近世以降、人々の生活や社会のありように多大な影響をもたらしていた。それは時を

経るごとに徐々に強くなり、軍と社会の緊密な結合を志向するヨーゼフ 2世が皇帝に即位し、軍事に

おいて強くイニシアティブを発揮するようになった 1765 年以降、一つの頂点に達した。多少なりとも

軍事に携わった人々の数は、1780 年代に総人口のおよそ 20 パーセントに達したと推定されている 4）。

当時にあって、こうした変化を如実に感じとっていた人々もいた。たとえばこの時期、ヨーゼフの弟

であるトスカーナ大公レーオポルト（後の皇帝レーオポルト 2世）は、ウィーンを訪れるごとに軍の

勢威が高まり、国家が軍隊に従属しているような印象を受けると述べている 5）。また 1780 年にハプス

ブルク君主国を訪れた文筆家ヨハン・リースベックは、「人々は至るところで、厳しく服従を求める軍

隊的国家 ein militärischer Staatの到来を感じている」と語っている 6）。オットー・ビュッシュは、18

世紀のプロイセンにおいて「社会の軍事化」が進行したと述べているが 7）、リースベックの言葉が示

唆するように、ハプスブルク君主国においても類似した状況が存在していたのである 8）。このような

状況からすれば、近世のハプスブルク君主国を研究する上で、軍事と社会の関係を内在的かつ双方向

的に考察する必要性は、十分に存在するといえるだろう。とりわけ、社会の側から軍隊を考えるとい

う視座に基づく研究は、近世のハプスブルク君主国に関する限り、これまでのところ内外を問わずご

く少ないため、検討する意味は大きいと思われる。

さて、本稿において筆者が中心的にとりあげる問題は、兵の徴募と兵站の二つである。なぜなら、

「国民軍」の創設がまだ一部軍人の理想にとどまっていた近世にあって、戦争において戦場となること

を別とすれば、地域社会が軍事とじかに接したのは、この二つの問題を通してであったためである。

以下ではまず最初に徴募の問題をとりあげ、近世において軍の規模が拡大の一途を辿ったことで兵員

の確保が困難になったため、平民に対し強引な徴募が実施されるようになった事情、そしてそれに民

衆個々および地域社会がどのように対応したかという問題を検討する。次に兵站の問題をとりあげ、

軍の維持と戦争遂行のために民衆と地域社会が負わされた負担、そして常備軍の成立にともなってよ

り深刻化した平時における軍事負担の問題を、宿営を中心として検討する。
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1　徴募 9）

（1）騎士の軍から傭兵の軍へ

中世の伝統的な身分観念からすれば、騎士（貴族）は「戦う人」であり農民は「耕す人」であった

から、農民は兵役とは無縁なはずであった。実際、ハプスブルク家のオーストリア入邦から間もない

時期の騎士社会の様相を活写した文芸書『ザイフリート・ヘルブリング』（13 世紀末成立）には、有

力貴族に対し騎士の提供を呼びかけるくだりにおいて、次のような文言がみられる。「されば、騎士

三百名を公殿［オーストリア公］に、差し出す名誉を、貴殿には、献ずることと致そうぞ。この要請

は、貴殿への、好意に発するものにして、また、貴殿の偉さを思うなら、当然というべき勤めであろ

う、して。その者たちは軍装整い、完璧な騎士であるべきで、ど百姓など一人たりとも混じっていて

はなりませぬ。百姓どもがいてもよろしいのは、鞍係の輩と限りましょう」10）。

しかし時代を下るに従って、領主自身が一定数の家人・従者を率いて君主のもとに馳せ参じるという

ケースは減退していった。装備が高価であるうえに熟練が必要とされた重装騎兵の軍が、槍と銃を携え

た軽装の歩兵を主体とする軍に敗れるケースが 14世紀以降に増大したこと、そして封建制下の双務的

契約のもと、騎士の従軍期間が 1～ 2ヶ月程度に限られていたことが不自由に感じられたことなどによ

り、軍の主体が、戦争請負業者により集められた傭兵へと徐々に切り替わっていったためである。

ハプスブルク諸邦のいずれにおいても、領主・騎士が自ら従軍することは 14 世紀以降少なくなり、

その代わりとして、都市・農村から徴募された人々によって構成される歩兵が君主に対し提供される

ことが一般化していった 11）。シレジアのグローガウ侯領などでは長らく貴族の従軍義務が残っていた

が、これも 17 世紀以降には形骸化した可能性が指摘されている。少なくとも、貴族は自ら従軍するよ

り、戦費の提供を引き受けるほうを好んだ 12）。

またこれと並行して、対オスマン戦争などの緊急時に農民を強制的に徴募するシステムの整備が進

行した。オーストリア諸邦では、成年男子を事態の切迫度に応じ、30 人に 1人から 5人に 1人の割合

で強制的に兵役に就かせるという形がとられた 13）。民衆は、これによって領主層がその本分であるは

ずの領邦防衛の責務から逃れようとしているとみなした。1596年にオーストリア大公領において勃発

した大規模な民衆蜂起の際に作成された苦情書では、この点が第一に挙げられ、次のように厳しく非

難されている。「以前の良き時代から、キリスト教徒の仇敵たるトルコとの戦いを支援するため、農民

や手工業者などは 30 家族または 10 家族に 1人という割り当てで兵士を出さねばならず、そのうえ軍

資金も取り立てられてきた。それにもかかわらず今日では、人々は領主により、もはや何も提供でき

ないということで、家や財産を奪われている。この上さらに 5家族に 1人の割合で兵士を出し、さら

に戦争のための税まで支払えというのであれば、皇帝と祖国の名誉と防衛のため、自らが戦場に赴く

べきであろう」14）。
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なお、この種の批判は以後も止むことがなかった。たとえば 1758 年に兵役への関心を高めるべく発

された通達には、貴族領主が国家に奉仕し祖国の護持に尽力するより、怠惰に暮らすか、所領に引き

こもって取るに足らない事柄に没頭していると非難する文言がみられる 15）。また、ヨーゼフ 2世は

1765 年に執筆した「備忘録」において、貴族の子弟が日々を無為に過ごすことがないよう、学業を修

了した後に三年間無償で兵役に服させ、その後でなければ公職に就けないようにすることを考えてい

たが、実現はしなかった 16）。

（2）徴募の強制化

ヨーロッパが「戦期が占める割合（95 パーセント）、戦争勃発の頻度（およそ三年に一回）、戦争の

平均持続時間、戦争の地理的範囲、規模、いずれをとってももっとも好戦的な時代」17）を迎えた 16・

17 世紀に、軍隊の規模は飛躍的に拡大した。しかし諸国家にとって、兵員の確保は容易なことではな

かった。まず第一に、王権はたいていの場合、兵を雇う資金に事欠いていた。1702 年、皇帝レーオポ

ルト 1世は徴兵に関するある文書に、「金はない。しかしそれを探さねばならない。そうしなければ何

もはかどらないのだから」と、苦衷を窺わせるコメントを残している 18）。

また、近世における軍隊は原則として志願制をとり、連隊がそれぞれ補充活動をおこなうことになっ

ていたが、一般に兵士になることを望む者は少なかった。たとえば 1735 年、さして経済発展の進んだ

地域とはいえないルクセンブルクで 3週間かけて実施された徴募活動によって得られた兵士の数は、

わずか 2名であった 19）。また、ある程度の徴募に成功したとしても、脱走率が高かったため、安心は

できなかった 20）。南ネーデルラントでは、毎年兵の約 10パーセントが脱走によって軍を離れていた 21）。

17 世紀末から、ハプスブルク王権はこの深刻な兵員不足の問題に対処するため、支配下の諸領邦の

諸身分 Stände22）から、戦時に兵員を提供する役割を負うという同意をとりつけた（「領邦徴募制

Landrekrutenstellung」）23）。しかし、兵の調達が容易でないのは諸身分にとっても同じであった。徴

募の主体が変わったところで、希望者が少ないという事情に変わりはなかった。そして後述するよう

に、諸身分に属する者は基本的にみな土地領主であったから、貴重な働き手である領民を兵役に就か

せることは基本的に彼らの利益とはならず、諸身分の姿勢は消極的なものになりがちであった。

このため、中央の軍事官庁は諸身分や関係各所に対し、強制的な徴募を促すようになった。こうな

ると、諸身分の側も応じないわけにはいかなくなる。ボヘミアの諸身分は 1696 － 97 年の領邦議会に

おいて、通行証を持たずに移動している違法な浮浪者を、強制的に兵役につかせることを容認した 24）。

これは、こうした人々は身分が低いうえに社会的なつながりに乏しいため、徴募を強引におこなって

も問題になりにくいという事情があったためと考えられる。また 1708 年、下オーストリアの諸身分

は、割り当てられただけの兵数を用意できなかった領主に対して、欠員一人につき 75 グルデンの罰金

を支払うよう定めた 25）。ハンガリーの大貴族エステルハージ侯の領内では、兵士となる若者を割り当



205近世ハプスブルク君主国における軍事と地域社会

てられただけ用意できなかった村の長たちが、遍歴職人や手工業者の徒弟を無理矢理捕まえて提供す

るといった事件が発生している 26）。ここでは徴兵は村の居酒屋でおこなわれたが、その際には暴力沙

汰がつきものであり、扉や窓が割られるなどの騒ぎに発展することもしばしばであった 27）。

18 世紀後半になると、文字通りの強制、さらには拉致と異なることのない徴募も多く報告されるよ

うになる。七年戦争中の 1758 年、軍事監理庁は諸身分に対し、各自の領民に「力ずくで徴募検査を受

けさせるよう」通達を発した 28）。また同年に下オーストリアの所領 Herrschaftグフェールにて 13名の

男子が徴兵された際の記録によると、自由意思の者は 5名で、後の 8名は強制によるものであった 29）。

1793 年、軍事における最高機関である宮廷軍事会議 Hofkriegsratの議長ヴァリスは、領主によって兵

役に就くよう強いられた人々が、「まるで子牛の売買の際に見られるように、縄で縛られ鉄鎖で拘束さ

れた状態で車に積まれ徴募検査場に」連れてこられていると述べている 30）。こうした事例が特別なも

のでなかったことは、新兵の教練についてのマニュアルにみられる以下の記述がよく示している。「突

然に両親から引き離され、故郷から連れ去られたことで、新兵たちはたいてい悲しげでうちしおれて

いる。農作業はそれ自体つらいものであろうが、新兵たちは兵士生活における義務や労苦に立ち向か

えるような状況には全くない。したがって、新しい環境に徐々に慣れるよう仕向けていくことが肝要

である。あの手この手で励まし勇気づけるにこしたことはない」31）。こうした状況は、プロイセンに

おけるカントン制に範をとった徴募区域制Konskriptions- und Werbbezirksystemが導入された1770年

以降、よりいっそう強まった。

ただし、兵役は、地域社会の民衆に「平等」な形でふりかかった負担ではなかった。貴族、聖職者、

知的労働に従事する者、有産市民、そして農工鉱業において不可欠とされる者は、はじめから徴募の

対象外であった。このため下オーストリアの山間部では、給与が良くて仕事も楽な上に徴募を免除さ

れるということで、鉄鉱業や森林伐採業が人気を呼んだ 32）。同様に家の跡継ぎも徴募の対象外であっ

たため、発育が最も良好な男子を出生順序に関係なく跡継ぎとし、家の存続を図るケースもあった 33）。

しかしいったん戦端が開かれて「非常時」となると、たとえ豪農の子弟であっても容赦はなくなっ

た。19 世紀中葉の農民解放に大きく貢献したことで知られるハンス・クートリッヒは、その回想録に

おいて、健康な若者がみな兵役にとられる一方、病弱であったり身体の弱い者ばかりが残って所帯を

持ったことで、村々に虚弱な体質の子供が増えるという問題が生じたと述べている 34）。また、1770 年

代初頭に宮廷軍事会議がハプスブルク君主国諸地域で実施した兵役に関する調査（以後「宮廷軍事会

議兵役調査」と略記）によると、ボヘミアのある地域では、七年戦争の際に多くの家長が徴募された

ため、農村の荒廃が進んだ 35）。

なお、重犯罪者および「不名誉」な職業に従事する者も徴募の対象外とされた。しかしこれに目を

つけて、当時醜業と見なされていた皮剥ぎ業に故意に手を染め、徴募を免れようとした若者がいた。

このため 1758 年には、こうした形での徴募逃れを禁じる通達が出されている 36）。また、結婚してい
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るだけでは徴募免除の対象とはならなかったが、平時の場合にはできるだけ避けるようにされた 37）。

このため、上オーストリア、下オーストリア、そしてモラヴィアなどの諸邦では、徴募区域制が施行

された後、多くの若者が早くに結婚するようになった。しかし、こうして多くの子供が所帯持ちとなっ

たことは地所の細分化を促し、農民の生活状況を悪化させた 38）。

（3）徴募逃れ

前項においてもみられたように、人々は徴募を極めて嫌悪し、これを逃れるために様々な手段を凝

らした。1758 年のある通達では、「とりわけドイツ諸領邦において、若者の間で兵役に対し、ほとん

ど信じがたいほどの嫌悪感が根づいている」ことが指摘されている 39）。また「宮廷軍事会議兵役調査」

の領邦ケルンテンについての報告には、次のような記述がある。「親は兵役に対して無関心であるばか

りか、息子たちが愚鈍、発育不全、虚弱者あるいは障害者であることをむしろ喜んでいる。なぜなら

その場合、彼らが兵役を免れるからだ」40）。他の地域でも状況は同じであった。徴兵が実施されると

いうニュースが流れるや否や、「適格」な若者たちが逃亡をはかったという事例は、ハンガリーなどで

も報告されている 41）。チェコ諸邦に属するシレジアの出身であるクートリッヒによれば、「息子を軍

隊にとられることは、死に次ぐ最大の不幸とみなされた」のであった 42）。徴募を逃れるために自ら指

を切断するなどの自傷行為をおこなう者もあり、1750 年代から、これを禁ずる法令が現れるように

なった 43）。また、徴兵される者が誰であるかが事前に知れると逃亡や自傷の恐れがあるとして、選出

を秘密裏におこない、軍が夜に不意を襲って拉致同然に当該の男子を連れ去るという処置をとったと

ころもあった 44）。

クートリッヒの弟イグナツが徴募されることとなったとき、それを免れさせるために父親がとった

措置は、このような当時の状況をよく伝える好例と言えるだろう。クートリッヒの回想によれば、父

親は関係者を買収することにし、城伯 Burggraf、村の学校教師、軍医の三人にわたりをつけた。城伯

は徴募者のリストの作成をおこなう人物であり、村の学校教師は精神薄弱で聴覚に障害があると証言

してもらうために、そして軍医は検査の際に手心を加えてもらうために必要であった。軍医は検査に

先立って刺激性の強い軟膏をイグナツの身体のあちこちに塗りつけ、そのために村で最も美々しく強

健な若者の一人であったイグナツは、眼と耳に膿瘍をもち、ひどい腺病をわずらった姿で検査室に現

れた。これを見た担当官たちは一斉に「この腺病野郎、出て行け！」と叫び、こうしてイグナツは徴

募を逃れることができたのであった。なお、彼が再び「人間のように見える」ようになるまでには数

週間かかり、買収に費やした金額は総計 300 グルデンに達したという 45）。

「宮廷軍事会議兵役調査」は、富裕な農民が大金を払って息子が徴募されるのを防ごうとすることが

原因で、貧民から強引な徴募がなされていると、複数の領邦の事例から指摘している。領邦クライン

からの報告から、そうした事例を一つ引用してみよう。「ラスプ将軍の報告によれば、富裕な農民は先
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の戦争において、息子たちが徴募されることを防ぐため、多くの領主に 100 グルデンから 200 グルデ

ンの金を与えた。兵役に対する忌避感は、それほどまでになっている。そのため貧しい担税民たちが

女房から引き離され、そして一人息子たちが、力ずくで徴募されていった。今日の平時においてさえ、

他の軍事報告でも指摘されているように、すでに多くの、まだ成人していない農民の息子たちさえも

が将来に備え、金を出して兵役を逃れようと計らっているという」46）。18 世紀末から 19 世紀前半に

かけてのボヘミア北部の農村の日常および民俗を活写した小説『おばあさん』（ボシュナ・ニェムツォ

ヴァー作）にも、父親が 100 グルデンから 200 グルデン、あるいはそれ以上の大金を出せば、息子を

徴兵から救うことができると語られるくだりがある 47）。

なお南ネーデルラントでは、諸身分が徴募のための資金を提供することで、兵員の提供を拒否する

ことがあった。また徴募されることと決まった若者を救うため、代わりに兵役に就く者を村落共同体

が用意するケースもしばしば見られた。ただしその際、「契約料」（40 ～ 60 ターラー）を工面するの

は、徴募されることになっていた若者がいる家であった。このため、多くの家が借金を抱えることと

なった 48）。

（4）下層民と徴募

クートリッヒはその回想録において、幼年時代を過ごした 19 世紀初頭のシレジアの農村の状況を振

り返り、以下のように述べている。「貧しい小屋住み農にとって、農民はいかめしく青き血の流れる貴

族 der strengste blaublütige Aristokratであった。この二つに厳しく分かたれた階層の間で、釣り合わ

ぬ婚姻が成就することは一度としてなかった。富裕な家の子も貧しい家の子も共に隣り合ってゆりか

ごに眠り、教会や学校に通い、また働いて、日曜にはダンスに興じて喜びを分かち合ったにもかかわ

らずである」49）。前項において指摘したように、徴募を逃れた人々の肩代わりを強いられたのは、こ

うした貧しい小屋住み農か同居人、すなわち村の下層民であった。クートリッヒによれば、「彼らはも

ちろん、兵士の暮らしは下層民のそれより比較的ましだろうと考え、自らを慰めることができた。し

かし、若者が連隊に入れられ永久に家族から引き離される段になると、きまって悲痛極まりない叫び

があがった」50）。当然のことながら、下層民も、徴募を免れたい気持ちは同じであったのである。ミ

ヒャエル・ミッテラウアーは、18 世紀末に農村の下層民の家屋所有率が急激に上昇した主因の一つに、

下層民が所帯主となることで徴募を回避しようとしたことを挙げている 51）。

領主が「良民」の保護を兼ね、所領内に居住する貧民・下層民を兵員として提供するよう努めたこ

とは、下層民が徴兵される可能性をいっそう高めた。1778 年のバイエルン継承戦争の折に前部オース

トリア Vorderösterreich（ドイツ南西部に点在していたハプスブルク領）のある区で徴募がおこなわれ

たとき、担当の役人は、犯罪者や公共の役に立たないとされた者をまず兵士として差し出すのは自明

のこととし、それでも間に合わない場合にだけ、一般人で埋め合わせるように計らった 52）。ハンガリー
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のエステルハージ家の所領では、謝礼金、農奴身分からの解放、そして賦役などの負担の軽減などと

引き換えに、所領管理人が貧民に対し兵役に就くよう促すといったことがしばしば見受けられた 53）。さ

らには、年配の者や病人が兵員として提供されることもあった 54）。また上オーストリアやシュタイ

アーマルクでは、日雇い労働者を優先して兵士とすることを、諸身分自体が奨励していた 55）。

しかしその一方、きわめて劣悪な環境にあって圧制に耐えかねた農奴が、兵役を生活環境を改善す

るチャンスととらえ、「自発的」に徴募に応じるケースもみられた。モラヴィアのプレラウ区およびオ

ルミュッツ区についての「宮廷軍事会議兵役調査」の報告には、人々はいたって穏やかに調査に応じ、

あまりにも過酷な賦役が軽減されるのでさえあれば、自分も子供たちも喜んで徴募に応じると明言し

たと記されている 56）。

1784 年にトランシルヴァニアで発生した大規模な農民蜂起も、このような状況および農民の考えと

深い関係をもっていた。この年の初頭、トランシルヴァニア西部にある西カルパティア山地の村々に

おいて、国境守備連隊を増強する目的から、人口調査が試験的に実施されることになった。このとき、

農民たちは、国境守備兵になれば日々苦しめられている過酷な封建的諸負担から自由になることがで

きると考え、大挙してこれに応募しようとした。これに対し、労働力の喪失を恐れた貴族たちは関係

各所にはたらきかけ、人口調査を中止させた。これに失望した農民たちは、国境守備兵への登用に加

え、武器所有を認めてもらおうと請願運動を開始し、止めようとする地元の役人たちを武力で撃退し

た。ここから、数万の人々が参加する大規模な蜂起が勃発したのである。最終的にこの蜂起は正規軍

の投入によって鎮圧され、主導者たちは過酷な拷問を受けた後に処刑された 57）。

（5）統制の手段としての兵役

兵役に対する民衆の忌避感情は、ときに領主が臣民を統制する手段として利用されることがあった。

たとえば 1735 年にグフェールにて密猟をはたらいた男二人に対し、領主は一方に二ヶ月間の所領内で

の枷付き労働、もう一方に軍への強制入営という判決を下している 58）。さらに興味深いのは、1763 年

からその翌年にかけて、定例の徴募活動以外でも新兵を受け入れるという通達が地区の役所から届い

た際の、グフェールの領主役人の対応である。彼らはこれをうけ、領主に対し、この機会に「浮浪者

やその他の性悪な者たち」を兵士として提供し、その分を今後の徴募の際に差し引いてもらおうと提

案したのである。ここで彼らは四人の男をリストアップしたが、うち二人は木材を盗んだ廉で目をつ

けられた者たちで、罰そして見せしめとして、兵役送りにすべしとされた。別の二人はいくつかの微

罪のほか、これまでの徴募活動で兵役送りにするべきとされながら、そのたびに逃亡を繰り返した者

たちであった。領主役人の判断によれば、これら四人はいずれも「一家を構える見込みがなく、財産

もなく、態度振る舞いも劣悪」なのであった。この提案に対する領主の返答は、四人のうち一人のみ

を兵役送りとせよというものであった。しかし、これは慈悲によるものなどではなかった。領主の意
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図は、臨時の徴兵をあえて一人に留めておくことで、正規の徴兵が変わらず実施されるということを

領民に意識させ、彼らを従順ならしめることにあったのである 59）。方法こそ異なれ、兵役を厭う領民

の感情を所領管理に活用しようという考え自体は、領主にもその役人にも等しく共有されていたとい

えよう。

また南ネーデルラントでは、密猟や村祭などでの喧嘩沙汰で捕まった者を、数年の懲役刑に処す代

わりに軍へ送ることが、必要悪として容認された 60）。ハンガリーのエステルハージ家の所領でも、同

様の状況がみられた。たとえば 1772 年、居酒屋で騒ぎをおこし村役人に暴行をはたらいた若者に対

し、アイゼンシュタットの領主裁判所は、主犯二名を兵役送りとする判決を下している。また 1762

年、謝肉祭の際に開かれた宴会で警備兵に乱暴をはたらいた護衛兵も、同様に兵役送りとされている。

一方で領民の側も、こうした領主の手管には気がついていた。1764 年にロッケンドルフとフラウエン

ハイトで騒ぎを起こした若者たちは、領主役人の取り調べに対し、七年戦争の終結から一年がたった

ばかりというこの時期に徴兵はないだろうと高をくくり、喧嘩沙汰を起こすことを辞さなかったと述

べたという 61）。

兵役が脅迫ないし統制の手段として利用されていることは、軍も問題であるとみなしていた。また

軍は、兵役が嫌悪される理由の一つに、領主役人が優れた若者を徴兵の対象から外すよう配慮する一

方、問題ある者ばかりを選定することがあるとも考えていた 62）。こうして 1716 年および 1770 年には、

兵役を罰とすることを禁じる法令が出された 63）。しかし 1772 年に発給されたある文書では、領主役

人が領民に対し、何かしくじりをしでかしたら即刻兵役送りにすると脅し文句を吐いていると指摘さ

れており、効果があったかどうかは疑わしい 64）。

このような事態が生じたのは、徴兵のシステムが変わろうと、実作業においては結局のところ、在

地の領主とその配下がほぼすべてを統括していたためであった。誰を兵役に送るかということは、ほ

とんど領主役人の専権事項であった 65）。ニェムツォヴァーの『おばあさん』には、ある男が村長の娘

の恋心にこたえなかったことで、その娘の友人であった領主役人の娘の機嫌を損ね、父親の奔走の甲

斐なく徴兵されることとなったものの、領主夫人の口利きによって兵役から解放されたというエピ

ソードがある 66）。もとよりこれは小説であるが、当時の農村における身分制社会の様子を伝えるもの

として、注目に値しよう。

一方、村落共同体においても、兵役に対する人々の忌避感を利用し、紀律の強化を図ろうとする動

きがあった。1757年に下オーストリアの村落ランナースドルフで作成された村法Weistumの第7条に

は、「いずれの家長も、奉公人、子ども、間借り人が近所に厄介事や悪ふざけをして害を与えたりする

ことのないよう、夜には彼らが適切な時間に家にいるよう注意するべきである。そうした狼藉行為が

発覚した場合、その者には一度目であれば身体刑を科して罰を与えるが、二度目であれば兵役送りと

する」とある 67）。また 1760 年に下オーストリアの村落ランゲンレーバルンにおいて作成された村法
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では、日曜および祝日に夏は 8時、冬は 10 時を過ぎても居酒屋や通りで過ごしたり、喧嘩沙汰を起こ

したりする不従順な輩には、兵役送りも含めた罰を検討すべきであるとされている 68）。

このように、兵役をめぐる問題は、好むと好まざるとにかかわらず、徐々にではあるが、地域社会

のありように深い影響をもたらした。クートリッヒが言うように、まさしく「徴募を通して国家は直

接に、そして極めて荒々しく、農民と接触した」のであった 69）。

2　兵站

（1）負担の実相

兵站に関連する負担を負うことは、中世のオーストリアにおいては領邦法 Landrechtにより、臣民

の義務とされていた 70）。しかし補償が十分でなく、また何よりもまず略奪暴行がつきものであったた

め、これらの諸負担、とりわけ宿営を忌避する声は強かった 71）。中近世ヨーロッパの法観念において、

ある程度の略奪は許容されるものであったが 72）、被害者である民衆にとって、そのような観念はあず

かりしらぬものであり、とうてい是認できるものではなかった。以下に、こうした軍事的諸負担の重

さ、そして軍による乱暴狼藉を生々しく伝える史料を、いくつか紹介しよう。

『ザイフリート・ヘルプリング』には、行軍中あるいは宿営中の軍隊がおこなう乱暴狼藉が、次のよ

うに活写されている。「ターヤ川の川上より現れいでたる軍勢は、貧しき者にも手心なし。またライン

ジッツ川やカンプ川の流域から来た軍勢が、一たび通り過ぎますと、それからあとの一年間、農家に

は子羊一ぴきも、鳴き声を上げることとてなく、鵞鳥の一羽、鶏一羽も、元気な声をたてませぬが、

ほんに彼らは貧しき者らを、こっぴどい目に遭わせます。公殿［オーストリア公］が、神の御心にか

なわれた、正しき裁判官となられる以外に、何人も、この軍勢の蛮行を、防ごうとする者はおります

まい」「情け容赦なき略奪が、ここでは行われているのです。牛も羊も豚、子羊も、毛糸も毛織りも麻

屑も、刷毛、磨き櫛、虱櫛に鋏、また酒盃もカップも水差しも、塩壺、三脚鍋、揚物鍋、雌鶏、雄鶏、

ことごとく、彼らの餌食となるのです。［…］下女も、亭主と同様に、ひどい災難に遭うのです。彼女

はこの夜、ジョッキの中の……のように、男から男へとまわされます」73）。

下オーストリアのゲットヴァイク修道院長ヨハン・エヴァンゲリスト・ディツェントは、1684 年に

対オスマン戦争への来援のため領内を通過した神聖ローマ帝国軍の世話を引き受けることとなったと

きの様子を、ある手紙で以下のように伝えている。「バイエルン軍の通過の様子について聞き、悲しみ

に耐えない。領民たちが哀れでならない。我らが領邦君主から何の保護も受けられないのだから、彼

らが無気力になるのも無理はない。［…］飢餓のひどさは筆舌に尽くしがたい。神が全般的な飢饉から

お守り下さるのを願うばかりだ」74）。

また 1788 年、領主レーディ・ラヨシュは対オスマン戦争のさなか、こう不満を漏らした。「家で必

要な分を除いたすべての食糧を、決められた価格で陛下に差し出すよう、すべての領主が強いられて
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いる。もっと大変なことは、差し出した食糧の半額分しか金が支払われず、残りの半分は戦争が終わっ

てからということだ。これはよくないことだ。［…］自発的に供出しようとしなければ強制的に奪わ

れ、告げ口した使用人や隣人には報奨が与えられる。［…］刈り入れの後に生えてきた芽を刻み、ふす

まと混ぜて食べている貧しい人びともいる。現金を握りしめて三つか四つの村を回っても、一斗の麦

すら手に入らない場所もある」75）。

19 世紀に入っても、状況に変化はみられなかった。インスブルック大学の法学教授カール・バイテ

ルは、若年期にアルプレヒト・テベルティという変名で出版した『オーストリアの財政問題』という

著書において、宿営について次のように述べている。「通常、農民は部屋を一つ以上はもっていない。

このため、宿営する者はその家の妻や娘と共に、その一部屋で寝るのである。家長は戸外にあり、自

分の家族の女性たちを、宿営する者の良識に委ねるという訳だ。彼やその息子たち、そして下男たち

は、どこで女性たちの忠節に対する信頼を得たらよいのだろう？」76）。またクートリッヒは次のよう

に回想している。「宿営は物質的にも精神的にも重くのしかかってくる負担であった。年がら年中私た

ちは、それでなくとも八人の子供を有する大家族であるため手狭に暮らしていたというのに、外国出

身の若者を宿泊させ、あれこれと面倒を見なければならなかった。彼らがドイツ人であることは希で、

たいていの場合ハンガリー人、ボヘミア人、ワラキア人、イタリア人あるいはポーランド人であった。

引き受ける人数は平均して四～五人だったが、時には十一人から十二人が一つの家屋に押し込まれた。

騎兵である場合には馬も泊めねばならなかった。軽騎兵や竜騎兵はこうした馬にやる飼葉のため、藁

や飼料を決まったように盗んでいった。ほとんどが低い文化レベルのよそ者からなる人々と一緒にい

なければならないというだけですでに不快であったが、こうした荒くれ者の兵士たちが村中の若者に

もたらす道徳的な、いやむしろ不道徳的な影響ときたら、教育的なものでもなければ高貴なものでも

なかった。こうした無責任なよそ者が家族や村の女性に対しまるで気遣いをみせなかったことは、容

易に想像がつくだろう。［…］したがって、農民と兵士は、常時戦争状態にあった」。この結果、「多く

の人々は賦役以上に宿営を嫌った」77）。クートリッヒはこれに続けて、農民はすべての区域に兵舎を

設けるよう請願したが、この願いが実現したのはようやくフランツ・ヨーゼフ 1世（在位 1848 ～ 1916）

の代になってからだと述べている 78）。

そのフランツ・ヨーゼフ 1世が即位した 1848 年に勃発した革命運動においても、十分な給養がなさ

れなかったこともあり、軍の横暴は際立っていた。ハンガリーに進攻したイェラチッチ率いる軍政国

境軍の所業について、ある将校は手紙に次のように記している。「四日の後、わが軍はペシュトの前に

到着する。神よ、この町を助けたまえ。軍政国境軍が怒り狂って手に負えない。早くも、彼らは不行

跡を抑えられなくなって、ひどい強奪や盗みを働いている。毎日千回の鞭打ちを命じているが、何の

役にも立たない。神でさえ、彼らをまともに戻すことはできまい。将校ではなおのことだ。小作農民

はじつに親切に迎えてくれるが、毎晩不満ばかり聞かされる。ぞっとするような不満も珍しくない。
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この泥棒の連続に私も絶望的になり、自分までが山賊のような気分になる。私は兵站部の面倒もみな

ければならないからだ」79）。

もっとも、宿営・兵站が問題なく実施され、民衆と兵士の間に良好な関係が生じることもあった 80）。

1686 年に対オスマン戦争のためにブランデンブルク選帝侯が派遣した軍の医師としてハンガリーに

赴いたヨハン・ディーツは、シレジアのヴロツワフ郊外の村で宿営した際、往路においても復路にお

いても歓待されたと述べている 81）。ただし、総体的にみれば、これは例外的な事象であったと思われ

る。ディーツ自身、後年プロイセンの都市ハレで自らが宿営させる側にまわったときの体験を、次の

ように苦々しく描写している。「わが家は、残念なことに、二十四年間も兵士にたいする宿舎の提供を

きびしく割り当てられてきた。そのためわたしは、兵士、下士官とその妻がひしめきあうのに耐えて

きた。わたしの場合は、妻と義理の娘が説教師たちのところで、いや、町のいたるところで、わたし

のことを何千ターラーもため込んでいる大金持ちだなどと吹聴したので、なおさらひどい目にあった。

兵士たちはなんでも好き放題にわたしからせびり取ろうとした。しかし骨折り損に終ると、ありとあ

らゆる嫌がらせと心痛の種を与えた。兵士たちがどんなにわたしをいじめ、今なおいじめているか、

それは筆舌に尽くしがたい」82）。また彼は、対オスマン戦争に参加してポーランドを通過した際の出

来事として、農民がみな逃げ出して障害者と老婆だけが残っていたという村々で、農民たちが秘匿し

ていた財産、食糧、家畜を、自軍が略奪したことを報告している 83）。

このように見てくると、宿営および兵站に関する諸活動が問題なく実行されることは、皆無でこそ

なかったものの、きわめて希なケースであり、民衆がこれを忌み嫌ったのも当然といえるだろう。そ

れではこのような状況に、本来民衆を保護すべき国家・諸身分・領主、そして民衆自身はどのように

対応したのであろうか。以下ではそれをみていこう。

（2）国家の対応

王権の側でも、軍に紀律が行き届いていないこと、そして軍事関連の諸負担が臣民を圧迫し、君主

国の経済発展を阻害していることは認識していた。たとえば 1648 年、元帥ライモント・モンテクッコ

リは、町や村を宿営の負担から解放するため、兵舎を建設すべきであると提案している 84）。オースト

リアの官房学者ヨハン・ヨアヒム・ベッヒャーは、「反乱を起こした臣民一人は、十人の外敵より危険

である」として、国家主義的な見地からではあるが、農民保護の必要性を訴えた 85）。1697 年および

1699 年には、ハンガリーをはじめとする諸領邦からの「負担は楽になるどころか、二倍さらには三倍

といや増している」という抗議をうけ、兵站に関する細則が定められている 86）。またカール 6世期に

は、軍による恣意的な徴発を防ぐため、国が管理する貯蔵庫の設置が検討された 87）。

しかし、横暴を禁ずる法令が発せられたりはしたものの 88）、資金が不足していたり担税能力の低下

が懸念されたことなどから、18 世紀中葉になるまで、民衆の被害および負担の軽減につながるような
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政策が実行されることはほとんどなかった。一方で兵士の生活環境も、兵站に対する配慮が十分でな

かったことなどから、良好とは言い難かった 89）。こうした状況が、兵士による乱暴狼藉が横行し、ま

た人々が兵士となることを嫌う一因にもなっていたのである。時期および地域によって違いはあるが、

18 世紀における一般兵士の生活水準は、日雇い労働者のそれとおおよそ同等であった 90）。

ハプスブルク君主国において、臣民の軍事的諸負担軽減の問題に本格的に取り組んだ最初の君主は、

マリア・テレジアである。彼女は「最も多い身分であり、国力の源を形成する農民は、満足な状態で

維持されねばならない。それは、戦時であろうと平時であろうと、税を払い家を支えていける状態に

農民があることを意味する」と述べ 91）、民衆の生活状況の改善に強く関心を寄せた。ただ、ここに富

国強兵を第一とする国家主義的な発想が強いことは見逃してはならないだろう。また、即位当初にオー

ストリア継承戦争という国難に見舞われたため、マリア・テレジアが臣民の苦境に配慮する余裕を持

てるようになるにはかなりの時間を要した。オーストリア継承戦争中の 1741 年 12 月、彼女はボヘミ

ア最高行政長官フィリップ・キンスキーに宛てた手紙において、次のように述べている。「この領邦

［ボヘミア］のことは気にかけないで下さい。兵士が満足し、何一つ欠けるものがないよう配慮して下

さい。［…］人々から自発的に得られないものは、奪い取るしかありません。あなたは私が残酷だとい

うかもしれません。それはその通りです。しかしこの領邦を保持するために今私がとらなければなら

ないあらゆる残酷な措置については、百倍にして償いをせねばならないことも、私は十分に承知して

います。私は必ずそうするでしょう。しかし私は今、同情に対しては固く心を閉ざしています」92）。

こうして、マリア・テレジアがこの問題に向き合うのは、オーストリア継承戦争が終結した後のこ

ととなった。終戦にやや先んじて彼女が着手した大規模な国政改革は、何よりもまずプロイセンとい

う新たな脅威の出現に対応するためのものであったが、そこでは臣民の負担軽減も考慮されていた。

改革の立役者ハウクヴィッツは、各地の諸身分に提示した改革案において、これまで諸領邦が「古き

慣習」に基づいて果たしてきた諸々の軍事負担について長く詳細に言及し、「諸領邦にとって糧食・徴

兵・軍馬の提供がどれほど過酷であったか、そしてその際に領邦の人々がほとんど耐えられないほど

に膨大な出費をどれほど強いられたことか、そしてさらにこれらの調達の際にどれだけ多くの困難が

生じ、また批判がなされたか」93）を繰り返し強調した。ハウクヴィッツの目的は、国防上不可欠であ

ると彼が考えた総勢 10 万 8 千の常備軍を保持するため、従来の倍の租税の提供を諸身分に納得させる

ことにあったが、彼はその際、「王権を保持し、また忠良にして恭順なる臣民の安寧のため」、いまや

新たな軍事・財政システムの確立が必須なのであり、「これによって、一方では必要なだけの兵数を擁

する軍隊の保持が可能になるばかりか、負債の償却も徐々に果たされるようになり、また一方では忠

良にして恭順なる諸領邦に、可能な限りの負担軽減をもたらすことが可能となる」94）と論じた。そし

て租税負担を倍とすることの代償として、今後戦時・平時を問わず、宿営義務を除くあらゆる種類の

金銭・軍事負担から、諸身分（およびその領民）を「完全に」解放することを約したのであった 95）。
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もっとも、民衆は全体としてこの改革を負担の軽減につながるものとは考えず、マリア・テレジア

を失望させた 96）。また、七年戦争において、この改革は期待された効果を発揮しなかった。そのため

この戦争も、ハプスブルク君主国は以前と同じく、地域社会に兵站を依存して戦うこととなった。し

ばしば戦場となったボヘミア諸邦にふりかかった負担はとりわけ大きく、ボヘミアのロホリッツで

1740 年から 1839 年にかけて司祭によって記録された年代記には、七年戦争中にこの村が物資の輸送・

運搬、宿営、そして行軍などの負担により、激しく疲弊したと記されている 97）。

しかし、臣民の負担軽減に向けての努力は続けられた。先に述べた国政改革が実施された 1748 年に

は、軍と諸邦の役割分担を明確にし、問題行為の勃発を防ぐためとして、兵站に関する包括的な規定

が公布されている 98）。そこではたとえば宿営について、可能な限り諸邦の責任のもとで兵舎あるいは

類似の施設を設置することとし、分散して個々に民家に宿営するという従来の方法は控えることとさ

れた。供給すべき物資についても、兵種や階級、そして部隊の規模などの区分にもとづいて、詳細に

定められた。恐喝・強奪はもとより、無償で徴用および徴発をおこなうことは禁じられた。

さらに 1760 年代には、歩兵連隊には固有の駐屯地を用意することを原則とし、そこに兵舎を建設す

ることで、宿営の負担から民衆を解放しようとする施策がとられた 99）。これには、兵が分散すること

がなくなるので給養が容易になり、また兵の監視も強化できるという狙いがあった 100）。しかし兵舎の

居住環境が十分でなかったため、兵士が健康を害することが相次いだ。兵舎の様子を実見したフラン

ス軍のある士官は、「巨大なホールで、百六十人からなる中隊の全員が眠り、生活し、料理をしてい

る。窓は低く小さい。悪臭は耐え難いものだ」と感想を語っている 101）。この問題はすでに 1720 年代

に南ネーデルラントで兵舎の建設が試みられた際にも発生しており、脱走者が相次いだことの原因と

して指摘されていたが 102）、その教訓が生かされることはなかったのである。

このためふたたび民家での宿営が重視されるようになり、とくに都市の家屋を活用することで解決

が図られるようになった 103）。このためにボヘミアだけで 60 万グルデンもの資金が投入され、1774 年

に解散が命じられたイエズス会の施設が流用されもした 104）。しかし、これにも問題がなかった訳では

ない。風紀の問題は兵舎が設けられても解決されず、近くに兵営が設置されたことで風紀が乱れ、私

生児が増えた村もあった 105）。また、都市への駐留は農村でのそれより高くついた。兵の乱暴狼藉が都

市住民にとって多大な迷惑となったことは、（ハレにおける事例ではあるが）先のディーツ親方の回想

が示唆するとおりである。モラヴィアの市場町レトヴィツェでは、七年戦争の折にザクセン軍が宿営

した時から性病が流行り、領主や当局が手を尽くしても根絶できずに住民が苦しむという状況が長く

続いた 106）。

一方で軍当局には、都市に駐留することで、兵士が都市の悪習に染まって堕落するという声があっ

た 107）。1765 年には、エステルハージ家の所領ハラトションで、宿営している兵士を相手に学校教師

の未亡人とその二人の娘が売春宿を営んでいるとして問題になった。またその近隣のカルファーリエ
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ンベルクでは、三人の未婚女性が妊娠する事件が起きたが、そのうち二人の相手は兵士であった 108）。

ただし、19 世紀前半に活動した詩人で聖職者でもあったヨハン・ラディスラウス・ピルカーは、幼

少期に過ごした家が兵舎の真向かいであったことから、しばしばその兵舎を訪れて兵士たちと交流し、

また彼らの教練の真似をして軍隊ごっこに夢中になったと回想している109）。これは全体的にみれば特

例といえようが、市民と兵士の間に一定の交流が存在したことは事実であろう。

またマリア・テレジアは、1771 年に輜重隊を設けることとした。さらにヨーゼフ 2世は、1784 年に

兵站を統括する部局を軍の内部に設けている。これらもまた、臣民の軍事的諸負担を軽減が必要であ

るとの声に応えたものであった。しかし 18 世紀末に勃発した革命フランスとの戦争において、これら

の新体制はうまく機能しなかった。このためハプスブルク君主国は以前と同様、兵站に関しては諸身

分と地方官庁に多くを依存しつつ、戦争を遂行することとなった 110）。

（3）諸身分

兵站、とりわけ宿営をめぐるトラブルは、諸身分の間でも頻繁に問題とされていた。領邦の代表者

として民衆を保護する義務が自分たちにあることを、彼らはよく自覚していた。とくにハプスブルク

諸邦の場合、領邦行政の担い手は諸身分によって任命される官僚・役人たちであったから、その役割

は大きかった。このような事情から、16 世紀以降に下オーストリアなど一部の領邦では、地域の代表

として軍と折衝することを主な職務とする官職が設けられていった 111）。1722 年、下オーストリアの

マンハルツベルク上部地区の上級監督官 Oberkommissarハンス・レーオポルト・クエフシュタインは、

「監督官が軍の移動に関して駐屯場所を決める際、その規模などについて知識がなければ、駐屯先の村

はたちまち破滅してしまう」と述べ、その職責の重さを強調している 112）。

諸身分はまた、領邦間の負担の軽重をめぐる問題にも関与した。たとえば下オーストリアの諸身分

はモラヴィアの同輩に対し、自分たちの方が兵站関連の負担が重いとして、同量の負担を負うようし

ばしば要求している 113）。また上オーストリアでは、割り当てられた税を支払わない（あるいは支払え

ない）都市に対し、諸身分が宿営負担を課すと脅して督促をおこなうこともあった 114）。

国家との折衝は、兵站に関する問題に限らず、諸身分の役割の中でももっとも重要なものの一つで

あった。諸身分は領邦議会においてこの問題を常時議題とし、王権に対し苦情を申し述べた。たとえ

ば 1743 年、ルクセンブルクの民衆の窮状を、同地の諸身分は王権に対し次のように訴えている。「昨

夏の干ばつのため、干し草やカラス麦の収穫状況はきわめて良くない。民衆は自分たちの家畜に必要

な飼料の一部を諦めるよう強いられている。それらを十分に持っていない人々は、高値で買わなくて

はならない。［…］民衆は、宿営、士官や番兵や野戦病院が燃料として必要とする木材の運搬、そして

倉庫から食糧や飼料を絶えることなく運ぶための輸送業務といった仕事を、おびただしく背負ってい

るのだ」115）。1714 年には、過剰な徴発を防ぐ目的で糧秣の配給量を定め、軍による諸々の横暴・強圧
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などを厳しく禁じた法令が発されたが、これはとくにハンガリーの諸身分からの要請によるもので

あった 116）。

しかし、全体としてみると、諸身分からの訴えや苦情に対する王権の反応は鈍かった。王権は常に

善処を約し 117）、前項においてみたように、実際に様々な形で徐々に対応がなされるようになりはし

た。しかし王権が各地の実状を把握しきれていなかったことから、個々の施策には的外れなものが少

なくなかった。これに対し、地域の事情に通じていた諸身分はこうした不手際を補うはたらきをみせ

た。兵士による乱暴狼藉については二週間以内に報告するようにといった指示を出し 118）、民衆が適切

な補償をうけられるようにも計らった。また巡見をおこなって兵の横暴を抑止するなどして、状況の

改善に少なからぬ貢献を果たしたのである 119）。

この関連で注目されるのが、1720 年代に独自に兵舎を建設して軍に使用させた、下オーストリアの

諸身分の活動である。その直接の契機は、市場町シュトッケラウからなされた兵の乱暴狼藉に対する

訴えに対し、諸身分が宮廷軍事会議に善処を求めたにもかかわらず、有効な手だてが講じられなかっ

たことにあった 120）。そこで諸身分は王権に頼るのではなく、自ら兵舎を建設することで問題の解決を

図り、あわせて諸邦の範となろうとしたのである 121）。彼らはその理由を、以下のように簡潔に説明し

ている。「この領邦下オーストリアで宿営をおこなう皇帝軍によっておこなわれた多種多様な乱行の

数々、そして兵士たちが犯した諸々の不正行為は、愛国的な心情をもつ者たちに、次のような考えを

もたせることとなった。すなわち、貧しき市民や臣民に過大な負担をかけることのないよう、兵士た

ちを兵舎に住まわせて給養をおこなっているバイエルン公国やその他の領邦の例に倣い、この領邦下

オーストリアでも同様に、自前の兵舎を設置することである」122）。下オーストリアの諸身分は以前か

ら軍に紀律が欠けていることを問題視し、被害をできるだけ少なくするため、宿営に関するマニュア

ルを独自に作成するなどの対策を講じていた123）。兵舎を自前で建設し提供するというアイデアの背景

には、このような不満の蓄積が大きく影響を及ぼしていたのであった。

こうして 1721 年に、イブス、ウィーン、クレムス＝シュタインの近郊、およびシュトッケラウとグ

ラーフェンドルフの中間地点の計四か所に、兵舎が設置された。この後、「こうした兵舎が貧しい市民

および臣民から厄介事を取り除き、平穏をもたらし、負担を軽減することは疑う余地なく明白であり、

また公共の福祉にきわめて大きく資するものは続けられるべきである」という判断から 124）、設置され

る兵舎の数は増えていった。諸身分が兵舎に関して費やした金額は、1723 年までに、およそ 49 万グ

ルデンに達した 125）。

（4）領主

領主が領民に対して「保護と庇護 Schutz und Schirm」の義務を負うという封建制の理念は、徐々に

本来の軍事的な意味よりも社会福祉的な意味に解されるようになっていたが 126）、近世においても揺る
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ぎなく存続していた。18 世紀後半におけるハプスブルク君主国の宰相カウニッツは、「領主が農民を

養えないとき、農民の義務もまた終了する」と述べている。また領主による軍事的保護機能も、おお

よそ 18 世紀初頭まで意味を失いはせず、この機能に関する怠慢は、保護権 Vogteiの喪失につながる

ことがありえた 127）。たとえば 1683 年、オスマン帝国の侵攻に際し、下オーストリアの村落ヴィレン

ドルフの住民は、彼らの保護領主が所有するシュタルヘムベルク城へ避難しようとした。しかし領主

は彼らの受け入れを拒み、このため住民の一部はオスマン軍によって殺戮された。にもかかわらずオ

スマン軍の撤退後、領主は以前と同様にヴィレンドルフの住民に対し貢租を払うよう要求したので、

住民はこれを拒絶した。結局この件は審理にかけられ、長くかかったものの住民側の勝利に終わった128）。

この領主は領民を保護する義務を怠ったために、領主としての権利を失ったのである。

一般に、領民を保護する責務を負っているという意識は領主にも浸透していた。「家父の書

Hausvaterliteratur」の代表作として知られる『篤農訓－貴族の地方生活』の著者ヴォルフ・ヘルムハ

ルト・ホーベルクは、同書において、「戦争のため軍隊が駐屯したり領内を通過するようなときは、収

穫を早めたりして領民に与える被害が少なくてすむよう、領主は配慮すべきである。軍の高官に酒食

をできるだけ豊富に届け、領民の保護を願うのもそのためである」と述べている 129）。1670 年に宿営

させた軍人から不当な要求をうけたという報告を領民からうけたルートヴィヒ・ジンツェンドルフ伯

は、「塩、灯火、木材以外の提供をおこなう責務は領民にない。それ以外の負担を我が領民が負う必要

のないことを、ここに改めて言明しておく。今後宿営の際に似たようなことが発生したら、すぐに私

に報告すること。適切な処置がとられるであろう」と返答している 130）。下オーストリアのゲットヴァ

イク修道院長ヨハン・エヴァンゲリスト・ディツェントは、1683 年の第二次ウィーン包囲の際、来援

する軍の略奪から領民の財産を守るため、それらを修道院を一時的に保護するよう指示を出した 131）。

また、カール 6世期の重臣アロイス・ハラッハは、1706 年に作成した「代官マレクへの指示」という

名の所領管理マニュアルにおいて、軍令に反して多くの乱暴狼藉がはたらかれていることをよく承知

しているとしたうえで、それが領主役人の目が行き届いていないところで特に目立つと指摘し、領民

が虐待されることがないよう、行軍や宿営の際には十分に目を光らせて軍を監視するよう強調したほ

か、被った損害や過大な負担については、村全体で負担や補償を分け合うよう指示している 132）。また

彼が 1722 年に作成した「総合指南書 Universal-Instruction」の第 252 条には、軍の通過や宿営の折に

は、領民が横暴に遭うことのないよう配慮すること、宿営する軍の規模が大きい場合には一つの村だ

けが負担を負うようなことがないようにすること、突発的な事態には複数の管理人が助け合うことな

どが指示されており、領民の庇護と損害の軽減を重視する領主の姿勢が窺えるものとなっている 133）。

ただし、ここに引用した諸々の記述にみられるような配慮を、領主が領民に対してつねに示したわ

けではない。「宮廷軍事会議兵役調査」をはじめ、本稿において利用した同時代の諸史料を見る限り、

地域差、そして領主個々の姿勢にもとづく差はきわめて大きく、ハプスブルク君主国における領主制
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のありようを概括的に論じることは不可能といってよい。このことは、すでに同時代人によっても認

識されていた。1748 年にハプスブルク君主国を訪れたデイヴィッド・ヒュームは、ドナウを下って

ウィーンに向かう途中、周辺地域の人々の暮らしぶりをフランス以上であってイギリスにもさして劣

らないと高く評価したが、南部のシュタイアーマルクおよびケルンテンでは住民の窮状に愕然とした。

しかし、その次に訪れたティロールではふたたび人々の暮らしぶりの良さを目の当たりにするという

体験をし、同じ君主の支配下にある諸地域の状況がなぜこれほどまでに異なるのかと首をかしげてい

る 134）。

領主が配慮に欠ける場合、農民は生存さえもが困難となる状況にまで追い込まれた。枢密顧問官ク

リスティアン・ユリウス・シーレンドルフは、16 世紀末から 17 世紀初頭にかけて提出した意見書に

おいて、ボヘミア諸邦においては体僕制のもと、農民が奴隷のように扱われ、領主の苛斂誅求によっ

て「エジプト的辛苦」（旧約聖書の「出エジプト記」に描かれたユダヤ人の辛苦を指すものであろう）

にあえいでいると述べている。彼はさらに、このような「専制的で野蛮で非キリスト教的な仕打ち」

のもとで、この先一生ひどい苦しみを味わい、みじめに飢えと渇きに苦しんで生きていかねばならな

いのなら、死んだ方がましだと農民が考えたとしても、それはごく自然なことだと記している 135）。ま

た 1778 年にボヘミアで勃発した飢饉に関し、トスカーナ大公レーオポルトは母マリア・テレジアに宛

てた手紙において、「ほどほどの農民反乱は国家にとって有益でしょう。なぜなら、それによって高位

の者たちに、農民に対して法に基づいて正当に振る舞うことが必要であること、そして農民たちもま

た彼らと同様に君主国の一部であり、誰もがみな政府によって保護され庇護される存在であることを

認識させられるからです」と述べている 136）。ここで指弾されているような苛斂誅求を実践していた領

主が、兵站に関する諸負担から領民を守ろうとしたと考えるのは難しいだろう。

また、徴募の場合と同様、領主が宿営をはじめとする軍事関連の負担を日頃「反抗的」な領民に意

図的に割り当て、一種の懲罰とすることもあった。1697 年に下オーストリアの村落ヴァイケンドルフ

の村落集会で作成された「見解 Observationes」の第 14 条には、「軍の移動および宿営に際しては、他

の様々な事態における場合と同様、領主はまったく正当にして神意にかなう公正を保持すべし」とあ

り、領主による懲罰的な負担配分がおこなわれていたことを窺わせる 137）。また 1847 年、上級荘園カ

ドルツの村落カドルツおよびツヴィンゲンドルフの領民が、要求された賦役が不当であると訴えたと

ころ、領主イグナツ・ハルデック（宮廷軍事会議議長）は、この二つの村落に対し 56 日におよぶ宿営

負担を課した 138）。

（5）民衆

16 世紀以降、さまざまな形での負担の増大に生活を脅かされたドイツ語圏諸地域の民衆は、ときに

蜂起という形でこれに応えた139）。蜂起勃発の原因を軍事負担をめぐる問題のみに帰着させることはも
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とよりできないが、この問題が民衆の生活環境を悪化させた一因であったこと、そしてそれを民衆側

が認識していたことは確かである。

上オーストリアでは、1356 年から 1849 年までの間に合計 60 回の民衆蜂起が発生した。なかでも最

も大規模であったのは、三十年戦争中の 1626 年に勃発した蜂起である。その発端となったのは、この

時期に上オーストリアに駐留していたバイエルン軍の兵士がレムバッハで惹き起こしたいざこざで

あった。この蜂起は最終的に参加者およそ四万人のうち一万二千人が命を失うという結果に終わった

が、その翌年には、宿営中のバイエルン軍兵士の横暴に耐えかねたエンスタールの住民が、同様に蜂

起している 140）。

下オーストリアの民衆は、1596 年に大規模な蜂起を起こした。これはこの間に軍事負担が急激に重

くなり、またこれを一因として領主による諸負担も増大したためであった 141）。この時に作成された苦

情書では、軍による乱暴狼藉が厳しく糾弾されている。「ここ四年来、軍は提供されるものではまった

く満足せず、飲食物や現金を手当たり次第奪いとっていくので、甚大な損害が生じている。そのうえ

人々は家屋敷から追い出され、みじめに打ち倒されるのである。このような兵の乱暴狼藉に対し、人々

は同盟を組むこととした。今後このようなことが起きた場合、臣民は呼びかけに応じて集合する。ま

たそれだけでなく、略奪暴行を受けた農民のため、領主もこれを援助する」142）。

ボヘミア諸邦において 17 世紀後半から頻発した民衆蜂起、そしてハンガリーにおける 18 世紀初頭

の大規模な独立闘争（ラーコーツィ・フェレンツ 2世主導）の一因も、やはり軍事関連負担の増大と

兵士の横暴であった 143）。1730 年代には、軍事負担の過重を原因とする逃散行動・農村暴動がしばし

ば報告されている 144）。

ただ一方、民衆の間には、王権を弱者の味方と考える素朴な信仰心のようなものがあった 145）。これ

に対し、領主およびその配下の役人は、領民の不満の矛先を君主および国家に向けさせようとする動

きをみせた。枢密顧問官シーレンドルフは、ハンガリーの貴族がすべての公的負担を農民に押し付け

ておきながら、彼らの貧窮の原因が皇帝にあると農民を扇動していると述べ、これを防ぐには、農民

をも含むすべての身分から代表を出させ、議会に召集することだと提案している 146）。類似の事例は他

の領邦においても確認できる。「宮廷軍事会議兵役調査」のシュタイアーマルクおよびモラヴィアにつ

いての報告には、領主役人が民衆に対し、「兵士は領邦にとってただの重荷であり、臣民のパンを食

べ、宿営や輸送でやっかいをかけ、聖職者から物を奪い、我慢できないような暮らしぶりをしている」

と吹き込むなどして、軍に対する悪感情を煽っているとある147）。また南ネーデルラントでは、ブリュッ

セルやヘントにおいて、兵士を軽侮する意識から、歩哨が民衆から暴力行為をうけたり武器を奪われ

たりする事件がたびたび起きていたが、都市の役人にこれを取り締まろうとする動きは乏しかった 148）。

次々とふりかかる苦難に対し、民衆は庇護を願うという受動的な対応に終始してばかりはいなかっ

た。君主からも領主からも十分な保護が期待できない状況に、民衆はしばしば相互扶助の理念に基づ



220 岩﨑　周一

いて対応した。「戦争になれば、敵であれ味方であれ、村内に軍隊がやってきて、村人に無理難題をふ

きかけ、食糧や家畜や金を強要し、民家にも強制的に宿泊した。村人はこのような被害を、たまたま

その個人にふりかかった災難とは考えず、村の共同体全体がこうむった被害と理解して、食糧や物や

家畜を取り上げられた者にはその代金を、そして宿泊した場合には、兵士ひとりに付きいくら、馬一

頭に付きいくらというように、その代金を支払っていた」149）。

また頻繁に戦乱に晒される地域では、軍が来た場合の対応策も確立されていた。たとえば前部オー

ストリアのキービンゲン村の場合、軍がやってくると、村長と小学校の教師と三人の老人のみを残し

て対応にあたらせ、村人は森の奥深くに隠れ逃げ込むのが習慣であった 150）。また下オーストリアの市

場町ラフェルスバッハでは、1791 年の集会にて町の秩序を保持するために各種の役職を設けた際に

「宿営監督 Quartiermeister」も設け、宿営の際の分担や秩序維持のほか、軍への給養も担当させるこ

ととしている 151）。注目に値するのは下オーストリアの都市ブルックの事例で、ここでは 18 世紀初頭

のハンガリーにおける独立闘争の折、友軍であったクロアティア軍の略奪暴行に悩まされた結果、彼

らへの給養およびその宿営を拒否し、ハンガリーからの襲来には自衛で対応することとした 152）。

おわりに

本稿における検討で得られた成果について確認してみよう。近世において戦時がなかば常態化した

なかで、他のヨーロッパ諸国と同様、ハプスブルク君主国も兵数の確保という難題に直面した。結局

王権は各地の諸身分の協力をあおぎつつ、平民から兵士を募らざるをえなくなったが、需要に供給が

追いつくことはなく、徴募は次第に強制的な形をとるようになった。これは地域社会に対し、ときに

人口動態や社会構造を変化させるほどの影響をもたらした。

こうした動きに対し、民衆は、徴募逃れや逃亡といった形で抵抗した。一方そこでは、地域社会に

おける階層分化に基づく扱いの差異が露わになった。比較的富裕な人々は領主から「良民」として扱

われ、一定の保護を期待できた。また彼らには、人脈の利用や贈賄などにより、徴募を免れる可能性

もあった。これに対し下層の人々は、領主からの保護どころか、徴募を口実としての「厄介払い」を

恐れねばならなかった。さらに彼らは、徴募を逃れることに成功した富農のいわば身代わりとして、

兵役に送られることもあった。ただし生活環境が劣悪な地域では、兵役に就くことに生活改善のチャ

ンスをみいだす人々も存在した。

民衆の生活環境の良し悪しを第一に規定していたのは、やはり領主との関係であった。「身近にいる

〈お上〉が、農民の思考と感情を完全に満たしていた」というクートリッヒの言葉は、正鵠を射たもの

であったと考えられる 153）。また、誰を兵役に送るかを決定する力を事実上領主が有し、実際にしばし

ばそれを行使していたことを考えれば、徴募をめぐる問題は、地域社会における領主権力の強化に貢

献したといいうるであろう。
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次に、兵站に関する負担は、近世になるとしばしば臣民の生活を脅かすまでに増大した。これらの

負担に関しては、自らの利益が損なわれることを恐れた地域権力から、民衆は一定の保護と支援が期

待できた。下オーストリアの諸身分が自己負担により兵舎を設置し、宿営負担の軽減を図ったことは、

こうした保護の好例である。とはいえ、兵役が救いと思われるほどに領主の苛斂誅求が厳しい地域で

は、保護もまったく不十分であった。そして徴募における場合と同様、兵站に関する諸負担も、領民

を統制する手段として利用された。

一方国家の側には、とくにマリア・テレジア期以降、平民層の担税能力を保つという目的もあって

のこととはいえ、兵站関連の負担軽減につとめる動きがみられた。ただしこれも相対的に余裕がある

場合のことで、戦時となると配慮はほぼ失われた。また民衆は、ときに蜂起も辞さない構えで反発を

示しつつ、兵站に関する諸問題に対応した。相互扶助の理念に基づいて損害の補償にあたった村もあ

れば、専門の役職を設けるなど、対応策を確立して事にあたった村もあった。

ただし、地域社会にとって、軍が一義的に問題をもたらす存在ではなかったことには留意する必要

がある。いかに宿営および兵站の負担が重く、また兵士の乱暴狼藉による被害も少なくなかったとは

いえ、軍は防衛のためなくてはならない存在であった。また、莫大な物資を消費する軍は、領邦経済

の活性化のためにも必要であった。ヨーゼフ 2世は、宿営が農民にとって大きな負担となっているこ

とを認識しつつも、各地に宿営する軍隊は商業を促進し、国民意識を醸成するだろうと述べている 154）。

支払いが滞ることがしばしばであったという問題もあったが 155）、経済上のメリットがあることは諸身

分も認識しており、この観点から、彼らから軍の駐留を希望することもあった 156）。戦時における軍の

需要は莫大であり、オーストリア大公領は 17 世紀末に勃発した対オスマン戦争の「特需」によって好

況を迎えた 157）。その主たる受益者は領主層であったが、この時期にこの地域の人口が顕著に増加した

ことからみて、民衆もその恩恵にあずかったことは確かであろう 158）。またナポレオン戦争のさなかの

1806 年、下オーストリアの市場町テュルニッツでは軍需物資の需要増大によって農産物価格が十倍ほ

ども高騰し、現地の農民は大いに潤った。この状況について市場の書記は、「そのため農民たちは近頃

居酒屋で酔っ払ってばかりいる。平民たちの間で贅沢がどれほど進行しているかは、とうてい十分に

は書ききれない」と記録している 159）。そして平時であっても、たとえば 18 世紀の第二四半世紀の南

ネーデルラントの場合、兵馬の食費は年平均 50 万グルデンに達したから 160）、軍は重要な顧客であっ

た。ここではさらに間接税の多くが免除されたため、農民は余剰収穫物を市場より軍に納入するよう

になった 161）。

こうして、地域社会は軍との間に、忌避しつつも少なからず依存するという複雑な関係をとりむす

んでいくようになった。恐らく地域住民には理解されていなかったことであろうが、常備軍が設けら

れ諸地域におけるその駐屯が常態化していくなかで、領邦防衛と消費者という二つの側面により、軍

は地域社会の構成員として、徐々にその地歩を固めてもいったのである。
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